
一人ひとりがコンプライアンスを意識して行動し，その意識の高揚
を図るためコンプライアンスに係る行動基準を策定・実践します。

策定単位 ： 課長単位（島根原子力本部は，部長単位）
策定期間 ： 平成２７年１０月１４日～平成２７年１１月６日
内容： 行動基準の携行用カードにコンプライアンス行動基準を全

員が記入・宣言し，携行
コンプライアンス行動基準の意識を高める取り組みについ
ても検討

行動基準例：
・私たちは，法令・規程・準則等の知識の習得に努め，判断に
迷ったら上司に相談します。

・１人で抱えずチームで最善策を追求し，信頼される業務運営を
行います。

行動基準の意識を高める取り組み事例：
・毎朝の担当単位のミーティング時に唱和する。
・日常業務の中で，各個人が行動基準を確認できるように
パソコンへ貼付する。

コンプライアンス行動基準の宣言

個人行動基準と併記用貼付シートの場合

意識面の改善

コンプライアンス行動基準の策定・実践
継続実施


